
 

 

質    疑    応    答    書（２） 

 

番号 仕様書頁等 質            問 回            答 

１  提出する書類の日付は提出日でよろしいで

しょうか。また、入札書の日付のご指定（例：

開札日）等はございますか。 

入札説明書９（３）ウに記載のとおり、 

入札書の日付は実際の提出日（令和７年

１月２２日まで）を記入してください。 

２  自家発補給電力の契約はありますか。 

ある場合、弊社都合となりますが、弊社が使

用している CIS には自家発補給契約の項目

がなく自家発補給契約で契約がおこなえま

せん。自家発補給契約を解約し全量で契約す

ることは可能であれば入札参加ができるの

ですが、必ずしも自家発補給契約としてでは

ないと入札参加できないでしょうか。 

自家発補給電力の契約はありません。 

３  切替時に契約電力が500kW以上の協議制契約

に変更になる場合、別途手続きが必要となり

必要書類の提出と切替までに追加日数をい

ただきます。 

また現在の契約電力が500kW以上で仕様書の

契約電力と異なる場合、協議制となり落札後

に明確な根拠を提出して頂きますが可能で

しょうか。（頂きました根拠が不十分だった

場合、ご希望に沿えない可能性がございま

す。） 

 

契約電力は仕様書記載のとおりです。 

４  弊社では電気料金のお支払は、振込、口座振

替となり、振込みの場合振込手数料はお客様

負担をお願いしておりますがご了承いただ

けますでしょうか。 

 問題ありません。 

５  請求書発行について、弊社では毎月7営業日

頃の発送となっておりますが了承いただけ

ますでしょうか。 

 問題ありません。 

６  送電開始日は計量日と同日でしょうか。 

相違している場合、弊社と契約後の計量日は

毎月1日となる可能性がございます。 

ご了承いただけますでしょうか。 

 送電開始日は計量日と同日で４月１

日です。 



 

 

 

番号 仕様書頁等 質            問 回            答 

７  計量日が1日以外の場合は、年間の請来が13

回、かつ供給最終月のご請求が翌月、翌々月

の2回に分割されます。また料金の算定期間

は計量日から計量日の前日となりますが、ご

了承いただけますでしょうか。 

 仕様書に記載のとおり、検針日は原則

毎月１日です。 

８  電気料金の計算は需要場所単位に行います。

需要場所に会計主体の異なるテナント等が

あっても、電気料金を分割して計算、ご請求

することはできませんが、よろしいでしょう

か。 

 ※契約書（案）第１１条第１項に記載

に誤りがありましたので差し替えてい

ます。 

契約書（案）第１１条第１項に記載のと

おり、電気料金を定められた按分率によ

り計算した上で、分割したものをそれぞ

れの発注者に請求する必要があります。

また、電気料金の支払（振込）について

は、複数の担当部署等から行うこととな

ります。 

９  電気料金は、一施設毎に請求書通りの金額で

お支払いいただけるという認識でよろしい

でしょうか。（1 枚の請求書に対し複数から

支払われるということはありませんでしょ

うか） 

※契約書（案）第１１条第１項に記載

に誤りがありましたので差し替えてい

ます。 

契約書（案）第１１条第１項に記載の

とおり、電気料金を定められた按分率に

より計算した上で、分割したものをそれ

ぞれの発注者に請求する必要がありま

す。分割後の請求書１枚に対して、複数

から支払うことはありません。 

１０  請求時の基本料金の算定方法について、弊社

では、（基本料金単価✕契約電力）＋力率割

引・割増相当額となりますがよろしいでしょ

うか。 

 問題ありません。 

１１  自動検針装置はついていますか。未設置の場

合供給開始までに日数を要します。落札後に

未設置が発覚した場合開始申込の希望開始

ができない可能性もございますのでご注意

ください。 

現在、自動検針装置は未設置です。 

 



 

 

番号 仕様書頁等 質            問 回            答 

１２  仮に弊社が落札した場合、契約書の内容につ

いて協議いただくことは可能でしょうか。 

 条文の追加・変更はできませんが、契

約書に記載がない事項については、必要

であれば、契約締結後、契約書第１８条

第１項に基づく協議は可能です。 

１３  入札書と入札金額内訳書について、割印、 

ホッチキス止めなど指定はありますでしょ

うか。 

 入札説明書に記載するもののほか、指

定はありません。 

１４  弊社が落札した場合に、弊社独自の算定方法

に基づき、燃料費調整額（電源調達調整単価）

を算出することは可能でしょうか。 

 燃料費等調整の実施等については、契

約書第１０条第３項に記載のとおりで

あり、独自の算定方法に基づき、燃料費

等調整を実施することはできません。 

１５  当該エリアを管轄する電力会社において、燃

料費等調整単価の算定方法が変更となる場

合、落札時の算定方法ではなく、送電開始時

の算定方法を採用するという認識でよろし

いでしょうか。 

 燃料費等調整の実施等については、契

約書第１０条第３項に記載のとおりで

あり、契約締結後、協議の上定めること

となります。 

１６  燃料費調整額が発生しない（請求を行わな

い）料金制度での提案、契約締結は可能です

か。 

 燃料費等調整の実施等については、契

約書第１０条第３項に記載のとおりで

あり、燃料費等調整を行わない旨の協議

を行うことも可能です。 

１７  落札業者は開札日に決定いたしますでしょう

か。開札日に確認ができない場合、何月何日

までに確認可能かご教示ください。 

 入札説明書１０（３）イにより開札日

の翌日にくじ引きにより決定する場合

を除き、お見込みのとおりです。広島市

ホームページで、落札金額を総価のみ随

時公表します。落札者以外の者に、個別

に開札結果の連絡を行うことはありま

せん。 

１８  入札金額の算定方法に関わらず、実際の電気

料金ご請求時には基本料金、電力量料金（燃

料費等調整額がある場合はそれを含む）は小

数点第 2位まで保持し、再生可能エネルギー

発電促進賦課金および合計金額は円未満切り

捨て、契約単価は税込みとさせていただきま

すがよろしいでしょうか。 

 電気料金の算定は、契約書第１０条第

１項に記載のとおり、同条第２項から第

４項に従って算定した基本料金及び電

力量料金の合計から、割引がある場合は

これを引いた金額を電気料金とし、当該

電気料金に１円未満の端数がある場合

は、その端数を切り捨てた金額を電気料

金としてください。 

再生可能エネルギー発電促進賦課金

及び契約単価は、お見込みのとおりで

す。 

 



 

 

番号 仕様書頁等 質            問 回            答 

１９  当該地域を管轄する旧一般電気事業者が定め

る約款等の変更、経済情勢の変動、天変地異、

法令の制定または改廃その他著しい状況の変

化等があった場合に契約単価変更の協議に応

じていただくことは可能でしょうか。 

 一般送配電事業者が定める託送供給

等 約款などの契約要綱の変更、あるい

は法制度の改正等により、応札額あるい

は契約内容に影響を及ぼす場合で、入札

書の提出までに予見できなかったもの

については、影響が及びうる事項につき

変更協議をすることは可能です。 

２０  入札付属に記載する基本料金（1）、電力量料

金月額（2）の端数処理に指定はありますか。 

 入札説明書９(３)エ(注)２ただし書

きに記載のとおりです。 

２１  弊社は郵便で入札書を提出し立ち合いは出来

かねます。2 回目以降の入札を辞退する場合

の辞退方法を教えてください。 

 ２回目以降の入札を辞退する場合は、

２回目の入札書に「辞退」と明記して封

筒に入れ、１回目の入札書を入れた封筒

と合わせて二重封筒とし、郵送してくだ

さい。３回目の入札書の提出は不要で

す。 

２２  仕様書その他【その他必要な事項は、一般送

配電事業者が定める託送供給等約款による。】

について、【旧一般電気事業者が定める電気

契約要網による。】と読み代えてよろしいでし

ょうか。 

 読み替えできません。 

２３   複数需要場所の合算請求書の発行は対応でき

かねますがご了承いただけますでしょうか。 

 問題ありません。 

 

注  この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。 


